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［論文要旨］

❶序論

❷博物館を取り巻く技術動向

❸知的財産としての博物館情報資源

❹博物館情報資源の活用のための画像技術と著作権

❺議論

❻結語

　博物館は文化財及び歴史資料のみならず，写真，書籍，調査研究報告書，論文等に至るまで，多

種多様な資料を有している。後世に永く伝えられるべきこれらの資料は，それ自体が情報であるだ

けでなく，新たな情報を獲得するための情報資源である。近年では博物館情報資源の多くがデジタ

ル化されており，その有効活用のためには情報機器や各種技術が必要となっている。高性能かつ安

価な情報機器と高度な関連技術を用いることによって，従来では実現困難であった博物館情報資源

の活用方法が見出されている一方で，技術的に可能なことが適法であるとは限らない状況が生じう

る。したがって，博物館情報資源を活用するためには，技術的な課題と法律的な対処方法との両立

が求められる。そこで本論文では，両者を比較対比することで相互の関連性について理解を深め，

さらに博物館情報資源を機能的に活用する手法について議論する。

　本論文では，画像技術と著作権法に着目し，博物館情報資源の活用における具体例を提示しなが

ら議論を進める。画像情報の果たす役割は多岐に及び，その実現手段は多様となるが，入力，処理，

出力という三要素と，その連携である保存・活用の段階に分類することで情報資源の活用手段を構

造化することは有用である。デジタル情報の活用においてはコピーの作製が重要であり，コピーと

改変に関し著作者の権利として定めている著作権法の理解が不可欠である。博物館情報資源活用の

具体例を通して，技術と著作権に関する個別問題に対処するだけでなく，技術と著作権法の構造的

理解を踏まえた総合的判断力の醸成に寄与するための考察を行う。
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